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・施術トラブル / クレーム対応無料電話相談・ＪＨＡＮＥＷＳの発行・会員保障制度など
ご希望の方には病気やケガで働けないときの支えとして所得補償保険を提供しています（別途保険料が必要）

☆本会ではさまざまな施術事故の症状に対して状況に合わせたアドバイスを行っております☆

このような対応を求めてくる利用者には大きく２つのパターンが

あります。

本会が会員から受ける相談で、利用者から「示談にしよう」と

持ち掛けてくるケースでは、利用者が請求資料を用意するなど

の本来の手順を踏まず、当事者同士の話し合いだけで金額を決

めようとする、強引な示談交渉をしてくる方が稀に見かけられ

ます。

トラブルが発生した場合は当事者間または弁護士に依頼し、話し合いにより示談を成立させます。

話し合いでまとまらない場合は裁判で解決を図ります。損害賠償請求であれば話し合いにしても、

裁判にしても請求する側が損害を証明する資料を提示する必要があります。これは施術事故でも同様です。

強引な示談を持ち掛けてくる人は多くありません。多くないか

らこそ、提案を受けた際には、想定していた示談交渉との違い

に戸惑ってしまう施術者がいます。

少しでもおかしいと感じた場合はその場で結論を出さずに時間

をもらい本会までご連絡ください。

②のケースで金額提示後に損害保険会社が認定した慰謝料以外に

施術者が個人的に慰謝料を払うつもりはないのかと要望を受け、

施術者側はその対応はできないとお断わりしたところ、利用者は

弁護士に相談。弁護士は「どちらか一方からしか慰謝料をもら

うことはできない」と話したとのことでした。さらに、損害保

険会社が提示した慰謝料を不服とするのであれば弁護士に委任し

て対応する必要があるとのアドバイスも受けたそうです。

また、弁護士費用の負担がイヤで、何とか施術者からの提示額を

引き上げようと強引な示談交渉に持ち込もうとする方もいるよ

うです。

施術事故の被害者であれば加害者に対して損害賠償を請求する

権利がありますが、同時に立証する義務も伴います。被害者と

いう理由で、本来請求できない内容を請求することや資料を用

意せずに口頭のみで請求することはできません。

このような例外的な方法で成立した示談は、法的な支払義務が

生じない内容が示談金にもりこまれることがあるため、本会の

会員でも保険金の一部が支払い対象とならない恐れがあり注意

が必要です。

「 示 談 に し よ う 」 は 要 注 意「 示 談 に し よ う 」 は 要 注 意「 示 談 に し よ う 」 は 要 注 意「 示 談 に し よ う 」 は 要 注 意★★ ★★
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すべての治療家、施術家に

安心・安全を提供します

① はじめから一切の資料を用意する気がなく、自らの理論を正

当化しながら強引に話をまとめようとする人

② 提示額に不満があり、慰謝料の増額理由にはならないような事

情を訴え自身の希望額に近づけようとする人

示談は契約行為の一種です。契約において理不尽といえる内容
が含まれ、それが詐欺や強迫によって契約をさせられた、契約
内容の重要な点を勘違いしていた、などの際は法律によって無
効や取消しを主張できる場合がありますが、その手続などに関
しては簡単なものではありません。


